
 

 

 

 令和５年３月 17日 

 

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について 

 

 消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故

について、以下のとおり公表します。 
 

１．ガス機器・石油機器に関する事故                  ３件 

（うち石油給湯機１件、開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）１件、 

石油給湯機付ふろがま１件） 

 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因が疑われる事故                       

該当案件なし 

 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因か否かが特定できていない事故               22件 

（うち電動車いす（ハンドル形）１件、加湿器（スチーム式）１件、 

電子レンジ１件、除雪機（歩行型）２件、エアコン（室外機）２件、 

発電機（携帯型）１件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）１件、 

電気ストーブ（カーボンヒーター）１件、ＩＨ調理器１件、 

ラジオコントロール玩具１件、電気掃除機２件、延長コード１件、 

アンテナカップラ２件、ポータブル電源（リチウムイオン）１件、 

照明器具１件、リチウム電池内蔵充電器１件、電気洗濯乾燥機１件、 

電動アシスト自転車１件） 

 

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及

び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審

議を予定している案件 

  該当案件なし 
 
  １．～４．の詳細は別紙のとおりです。 
 
５．留意事項 

  これらは消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。 

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。 

【本発表資料の問合せ先】 

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当） 

担 当：石田、鈴木、笹島 

電 話：03(3507)9204（直通） 

ＦＡＸ：03(3507)9290 
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■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202201034 令和5年3月1日 令和5年3月13日 石油給湯機 HO-3100（推定）
日立化成工業株式会
社（現　株式会社ハウ
ステック）

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

宮城県

製造から20年以上
経過した製品
令和5年3月16日に
消費者安全法の重
大事故等として公表
済

A202201035 令和5年3月1日 令和5年3月13日
開放式ガス温風暖
房機（都市ガス用）

GFH-2401S（大
阪ガス株式会社
ブランド：型式
140-5732）

株式会社ノーリツ（大
阪ガス株式会社ブラ
ンド）

火災
軽傷1名

当該製品を使用中、当該製品の前に置かれ
たスプレー缶が爆発する火災が発生し、1名
が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含
め、現在、原因を調査中。

大阪府

A202201049 令和5年3月3日 令和5年3月15日
石油給湯機付ふろ
がま

FDW-471AS
タカラスタンダード株
式会社

火災

当該製品を使用中、異音がしたため確認する
と、当該製品を焼損する火災が発生してい
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも
含め、現在、原因を調査中。

香川県
製造から15年以上
経過した製品

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
該当案件なし



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202201031 令和5年2月28日 令和5年3月13日
電動車いす（ハンド
ル形）

死亡1名
使用者（80歳代）が当該製品を使用中、当該製品ごと車道に転
倒し、自動車に衝突されて死亡した。当該製品に起因するのか、
他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

広島県

A202201032 令和5年3月4日 令和5年3月13日
加湿器（スチーム
式）

火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

A202201033 令和5年2月18日 令和5年3月13日 電子レンジ 火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該
製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

大分県

A202201036 令和5年3月1日 令和5年3月13日 除雪機（歩行型）
火災

軽傷2名

公共施設で当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を
負った。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

北海道

A202201037 令和5年3月1日 令和5年3月14日 エアコン（室外機） 火災
当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

A202201038 令和5年2月16日 令和5年3月14日 発電機（携帯型）
ＣＯ中毒
死亡1名

当該製品を使用中、一酸化炭素中毒で1名が死亡した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

北海道

令和5年3月2日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月2
日

A202201039 令和5年1月4日 令和5年3月14日
バッテリー（リチウム
イオン、電動工具
用）

火災
物置で当該製品を充電中、建物を全焼する火災が発生した。当
該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

島根県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月9
日

A202201040 令和5年2月21日 令和5年3月14日
電気ストーブ（カー
ボンヒーター）

火災
当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の電
源プラグを焼損する火災が発生していた。当該製品に起因する
のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

佐賀県

令和5年3月9日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済

A202201041 令和5年3月5日 令和5年3月14日 ＩＨ調理器 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

和歌山県



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202201042 令和4年10月31日 令和5年3月14日
ラジオコントロール
玩具

火災
公園で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

佐賀県

令和5年2月2日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年2月15
日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202201043 令和4年7月4日 令和5年3月14日 電気掃除機 火災
当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

神奈川県

令和5年1月13日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和4年7月12
日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202201044 令和4年10月14日 令和5年3月14日 電気掃除機 火災
店舗で当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ及び周辺を焼
損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原
因を調査中。

東京都

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和4年10月
17日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202201045 令和4年11月6日 令和5年3月15日 延長コード 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因
するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

令和4年11月25日
に消費者安全法の
重大事故等として
公表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月13
日

A202201046 令和4年1月25日 令和5年3月15日 アンテナカップラ 火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

青森県

令和4年3月3日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和4年2月13
日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202201047 令和4年11月15日 令和5年3月15日 アンテナカップラ 火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

岡山県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和4年11月
22日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202201048 令和5年1月7日 令和5年3月15日
ポータブル電源（リ
チウムイオン）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因
を調査中。

三重県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月10
日

A202201050 令和5年1月25日 令和5年3月15日 エアコン（室外機） 火災
病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品
に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

福岡県

製造から15年以上
経過した製品
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月7
日

A202201051 令和5年2月26日 令和5年3月15日 照明器具 火災
当該製品から発煙し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

東京都

A202201052 令和4年11月23日 令和5年3月15日
リチウム電池内蔵
充電器

火災
当該製品を充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

令和5年1月13日に
消費者安全法の重
大事故等として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年3月7
日

A202201053 令和5年3月8日 令和5年3月15日 電気洗濯乾燥機 火災
当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

山口県

A202201054 令和5年2月28日 令和5年3月15日 除雪機（歩行型） 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

北海道
製造から30年以上
経過した製品

A202201055 令和5年3月6日 令和5年3月15日 電動アシスト自転車 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

東京都

該当案件なし

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合
同会議において審議を予定している案件


